
就労系障害福祉サービス事業の基本報酬に関する届出書類一覧

就労移行支援 就労継続支援Ａ型 就労継続支援Ｂ型 就労定着支援

①

②

③

④
就労移行支援に係る基本報酬の算
定区分に関する届出書（参考様式５
の別紙３９）

就労継続支援Ａ型に係る基本報酬
の算定区分に関する届出書（参考様
式５の別紙４０）

就労継続支援に係る基本報酬の算定
区分に関する届出書（参考様式５の別
紙４２）

就労定着支援に係る基本報酬の算
定区分に関する届出書（参考様式５
の別紙４３）

⑤
就労定着者の状況（参考様式５の別
紙３９別添）

平均労働時間実績表（参考様式５の
別紙５４－２）

就労継続支援Ｂ型　実績算定対象年
度の工賃実績表（参考様式５の別紙５
５－２）

就労継続者の状況（参考様式５の別
紙４３　別添１　又は　別添２）

⑥

（必須）
雇用契約書・労働条件通知書又は
雇用契約証明書の写し等

※就職日や届出時点で雇用が継続
していることが確認できるもの
※就職者の状況を事業者が企業に
訪問して企業の担当者から確認した
ことを事業者自らが証する書類等で
の代替も可（所定様式なし）

スコアに係る各種様式
・スコア公表様式（全体表）
・スコア公表様式（実績）
・【様式１】地域連携活動実施状況報
告書
・【様式２】利用者の知識・能力向上
に係る実施状況報告書

令和５年度　利用者実績算定表（参考
様式５の別紙２８）

⑦

≪サービス費（Ⅳ）・（Ⅴ）・（Ⅵ）を選択
し、当該加算を算定する場合のみ≫
ピアサポーター等の配置に関する届出
書（参考様式５の別紙４２（その２））
及び添付書類

※「多機能型事業所等」は、①～③の書類をまとめて１部作成するとともに、実施するサービス毎に④～⑥を提出してください。
　　多機能型事業所等：〇多機能型事業所（従業者の員数等に関する特例によらない多機能型指定児童発達支援事業所等を除く）
　　　　　　　　　　　　　　 〇複数の昼間実施サービスを実施する障害者支援施設等の当該複数昼間実施サービス

※基本報酬の算定区分以外で、令和６年４月から介護給付費等の算定に関する変更がある場合は、当該届出とは別に、通常の介護
　 給付費の算定に関する届出書様式を使用して、所定の期日までに提出してください。

※就労継続支援Ｂ型につきましては、報酬改定に伴い、平均工賃月額の算定方法の見直しが行われております。新算定式導入に伴い、
　 旧算定方式における除外要件（月の途中で利用開始・終了、入退院したものや1カ月以上のケガや流行性疾患により連続1週間以上
　 利用できなくなったもの、複数の日中活動に係る障害福祉サービス利用しているもの、人工透析など毎年かつ毎週1回以上引き続き
　 通院する必要があるもの）は廃止されておりますのでご注意ください。

介護給付費の算定に関する届出書（４月基本報酬届出用）

介護給付費の算定に関する事項（参考様式５）

介護給付費の算定に係る体制等状況一覧（参考様式５の別紙１）
※対象サービス分の頁のみ。「多機能型事業所等」に該当する場合は複数サービス分。


